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人材確保

人材確保と育成

当社グループは「人事方針」を定め、社会の発展に持続的に貢献できる企業集団を目指して、従業員が自分の能力を最大限発

揮し、個人個人が活き活きと活躍できる社風を培っていくため、人材確保と育成に向けてさまざまな取り組みを行っています。

多様な人材が活躍できる職場づくり

当社グループでは、企業としての持続的成長において、お互いがお互いを理解し、尊重し合うことから生まれる個人の

活力が組織力を育み、さらには会社がともに成長できるという考えのもと、ダイバーシティに向けて取り組んでいま

す。また同時に従業員の多様なライフステージやキャリアプランに応えるため、ワークライフバランスの充実に向けた

取り組みにも注力しています。

3校
オンラインにて実施 1校大学内にて実施

ダイバーシティに向けた取り組み
採用活動
2021年度(2022年3月末卒)の採用活動におきましては、2020年からの新型コロナウイルス感染症流行に伴い、学生の皆様の健康・感染

防止を最優先と考え、オンラインにて会社説明会および選考を行いました。また、感染流行が沈静化している時期には金沢工場および大阪

事業所において工場・研究所見学を実施いたしました。

来年度におきましても、感染流行状況を確認しながら、実施する予定です。

男性の育児休業取得の推移

当社では次世代育成支援対策推進法の一般行動計画に基づき、育児休業お

よび育児を目的とした休暇の取得率向上を目指しています。女性の育児休業

の取得率は100%を維持しているものの、男性の取得率が低いことが問題と

なっていました。2019年より積極的に周知を行い、現在徐々に認知され取得

されております。

❶休業取得者の復帰時の不安解消
今までは休業前に1度のみ、本人と総務で面談を行っており、そ
の内容は主に休業中の給与や手続きにかかるものでした。それ
では、休業取得者の不安解消には繋がらなかったため、面談を
本人・上司・総務での三者面談へ変更し規程に盛り込みました。
面談実施を休業取得者の取得前後や復帰前後などで計6回行
うことで、スムーズに取得・復帰を行えるようにしました。

❷育児休業を延長(3歳に達して以後の4月1日まで)
今まで育児休業は子の1歳の誕生日前日まで(保育園に入園でき
ない等の場合は2歳の誕生日前日まで延長可)でしたが、子の誕
生月によっては保育園の入園が難しく、復帰できないことがあり
ました。また首都圏においては2歳(4月1日時点で1歳児)でも入
園が難しく、復帰に対して「保育園入園」は大きな壁として影響し
ていたため、「3歳に達して以後の4月1日まで」延長可としました。

❸育児と仕事を両立する働き方の対象期間の引き上げ
昨今では男性の家事・育児への参画が重要になっています。その
ため、女性社員だけでなく男性社員も積極的に育児と仕事を両
立できるように社内整備を行いました。
(1)子の看護休暇(チャイルドケア休暇)・時間短縮勤務・時差勤務 

等の子育てと仕事を両立できる制度の対象を一律「小学校卒業
まで」に引き上げました。特にチャイルドケア休暇の利用範囲は
傷病・子の健診・予防接種だけでなく、小学校・保育園等の休
校・学校行事・その他育児のために幅広く利用可能としました。

ワークライフバランスの取り組み

従業員の多様なライフステージに応えるため、育児を行う従

業員のためのワークライフバランスの充実に向けた取り組み

の改善を行いました。

これらの取り組

みは、社内使用

の勤怠システム

にて掲載し、周知

を行っています。

若手社員への面談の実施

インターンシップの実施
化学工場の仕事について詳しく知っていただくために、定期的

にインターンシップを実施しています。2021年度は新型コロナ

ウイルス感染症流行に伴い、オンラインにて実施いたしました。

短い期間にもかかわらず、多くの学生にご参加いただきました。

当社グループでは、人権を尊重した事業を遂行すると

ともに、いかなる人権侵害にも与しないという方針のも

と経営に取り組んでおります。その一環として社内外に

相談窓口を設置し、従業員が気兼ねなく相談できる体

制を整えています。

その他にも入社3年未満の若手社員を対象に入社半年

後～順次、総務部による面談を実施しております。

入社後半年は先輩社員からのOJT教育が中心である

ため、その後独り立ちしてエンジニアとしての技量を高

めていく若手社員は仕事内容だけでなく、メンタル面で

も不安が伴います。若手社員の話を聞き、アドバイスを

行うことによって不安解消に繋げています。

当社では従業員一人ひとりが個人の長所を最大限に発揮できる場を提供するため、さ

まざまなキャリアパスを設定しています。特にダイバーシティの観点からも、よりキャリ

アゴールを意識したキャリア設定や意識改革を行うことが大切であると考えています。

そこで、入社後の新入社員研修から「キャリア研修」を設定し、自身のキャリアデザイ

ンを行う研修を実施しています。

その他、働き方の多様性を促進するために育児・介護・看護を含めた今後の働き方を

考える「交流会」も実施しています。

学内合同企業説明会への参加
2021年は4校へ出展を行い、多くの学生の方にお越しいただき

ました。

複線型資格等級制度を通じた人材育成　

当社グループは、教育研修制度を通じて自らを成長させることへのチャレンジを促し、高度な専門知識を有するプロフェッショナルな人材

集団の実現を目指していきます。

2021年は「部門別強化研修」を開始し、より専門性の高い教育研修を取り入れました。2022年は選択科目を加え、自分の将来に向けた目

標への課題に取り組む環境を提供していきます。

教育研修制度の充実

海外事業部
黒石さん

制度については入社当時の上司より説明を受けて知っ
ていたのですが、早々に使用することになるとは思って
もいませんでした。入社したてで自分が使用していいも
のなのか不安な面もありましたが、有休残数も少な
かったことや上司や同僚の勧めもあり、思い切って取得
することにいたしました。

コロナ禍の影響で、取得した検診休暇を本来の目的であ
る一緒に検診を受診したり、マタニティ講習などの参加
に使用したりすることはできませんでしたが、病院までの
送り迎えや体調不良時のサポートのために取得させてい
ただきました。コロナ禍で日頃から在宅勤務が多かった
ので、取得しやすい環境だったとも言えますね。（笑）
里帰り出産から帰ってきたら、チャイルドケア休暇につ
いても積極的に取得したいと思います。

社内初「妊婦検診休暇」取得者の声

働きやすい職場づくり

① 中嶋秀二法律事務所
経営陣との利害関係のない
法律事務所

③ 総務部内
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従業員が働きやすい職場環境づくりへのサポート体制

従業員

(2)育児休暇(子が1歳の誕生日前日までに育児をするために特
別有給休暇を5日間取得可能)を導入しました。今までは子
が出生した当日に1日のみ特別有給休暇を取得できました
が、日数および利用可能期間を延ばすことにより、子の出生
の立ち合いや配偶者の入院・退院の付き添いなど、育児のた
めとして子どもと向き合う時間を確保できるようにしました。

❹妊娠期間中の配慮
妊娠中の女性社員および妊娠している配偶者をもつ男性社員に
対して、妊婦検診を「最大10日特別有給休暇の取得」が可能とし
ました。また、妊
娠中は時間短縮
勤務・時差勤務・
在宅勤務を併用
することができ、
所属長と本人・
総務で話し合い
多様な働き方が
できるように社
内整備を行いま
した。
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私たち経営者は、従業員を信愛し、偏向と独善を排することで、常に挑戦する人を応援します。
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